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   墨田区立図書館条例の一部を改正する条例 

墨田区立図書館条例（平成２７年墨田区条例第４８号）の一部を次のように改正す

る。 

 第３条第１項中第１３号を第１４号とし、第７号から第１２号までを１号ずつ繰り

下げ、同項第６号中「前号の図書館」を「前２号に掲げるもの」に改め、同号を同項

第７号とし、同項第５号の次に次の１号を加える。 

 ⑹ 墨田区議会図書室その他資料の収集、整理及び保存を行う区立施設との連携 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


